
 資料７ 

令和８年度 補助制度について（予定） 

 

①整備促進補助金 

 ⇒金額に変更なし 

  賃貸借契約、備品購入、施設整備前に申請 

 

②処遇改善費補助金 

⇒区分１及び区分２の全員加算分を、月額 5,800 円から月額 6,700 円に増額 

 

③処遇改善事業補助金（月額 9,000 円相当賃金改善） 

⇒金額に変更なし 

 

④性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金 

 ⇒金額に変更なし 


